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政
令
第

号

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
合
理
的
土
地
利
用
建
築
物
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
要
件
の
特
例
）

第
一
条
の
二

機
構
が
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
そ
の
建
設
又
は
購
入
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
の
申
込
み
を
受

け
た
建
築
物
に
つ
い
て
の
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、

「
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



- 2 -

理

由

最
近
に
お
け
る
金
融
市
場
の
状
況
に
鑑
み
、
住
宅
の
建
設
又
は
購
入
に
必
要
な
資
金
の
円
滑
な
融
通
を
図
る
た
め
、
平
成
二

十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
合
理
的
土
地

利
用
建
築
物
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
要
件
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


